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われ

U
法
と
出
陣
私
法
と
の
相
互
作
出
の
枠
組
（ 

） 

長 マ

ア

真ァ

型
／ロ
ロ尽 ：／ 

HJク

コ
i
u
ソ
パ
法
は
加
盟
民
国
際
私
法
凶
器
品
に
J

い

し
て
い
る
の
ナ
ろ
う
か
り
ご
の
附
説
は
、
よ
う
や
く
つ
刊
は
ず
、

前
か
ら
コ

i
ロ
ヅ
パ
に
お
い
て
問
訊
と
き
れ
る
よ
う
に
な
っ

f
析
し
い
間
設
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、

E
際
私
生
…

γ
つ
い
て
の
土
ハ
バ
体

規
範
を

t
t
υ
r
る
ご
と
が
で
き
る
か
v

否
小
と
い
J

も
う
一
つ
の
間
墜
と
は
同
抗
さ
れ
る
一
こ
の
よ
う
な
胤
品
工
い
、
す
で
に
窓
際
裁
判
管

特
権
の
抵
触
に
つ
い
て
は
存
や
L
L
い
る
〈

2
5
J
J
F
〕
山
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ツ
い
の
日
的
予
想
起
F
べ
九
こ
じ
あ
る

ニ
の
日

1
門
一
ッ
パ
法
の
日
仰
は
、
条
約
）
法
と

L
で
さ
小
、
～
れ
て
お
り
、

一
九

hI1一
ム
一
川
川
口
！
マ
長
約
ヘ
何
度
か
の
改
T
V

に
よ

J

て
内
川
り
一
げ
ら
れ
た
ふ
の
一
仁
あ
る
わ

3
1
／
糸
川
什

JJa

持
成
同

ゐ

同
の
悶
税
格
的
雌
止
を
は
持
す
F
F

ム
絞
的
な
悶
税
同
盟
♂
設
kv
及
び
商
品
に
閃
す
る
円
旦
的
制
限
の
寄
止
を
月
前
，
k
j
て
い
る
代

？
か
♂
な
が
ら
、
共
同
体
法
片
山
、
〈
r
ゴ
、
悶
f

伐
の
何
時
唱
よ
り
も
広
沢
な
事
柄
全
般
に
関
係
を
令
？
二
＼
い
ゐ

d

労
働
者
と
す
i
ピフハ
mu

白
山
修
動
J

勺
ま
ん
J

、
で
二
、
る
限
り
｛
↓
川
町
内
に
域
内
市
場
ふ
構
築
す
る
た
め
に
対
象
と
さ
れ
て
い
る

メごり？い

六
九
二
司
以
降
は
、
＋
門

長
、
す
な
わ
十
円
情
成
同
に
い
桁
什
は
1

〕
て
い
る
合
一
て
り
ず
の
白
？
川
終
助
J
U
保
障
さ
れ
て
い
ゐ

r

安
寸
る
に
、
欧
州
司
法
裁
判
所
の
刊
例
に
よ

れ
は
、
山
崎
山
口

γ

市
場
の
共
河
朴
法
は
、
臼
脱
会
い
品
、
τハ
ん
交
流
へ
の
あ
ら
ゆ
る
障
害
、
す
な
わ
ち
、
何
ら
か
の
規
制
に
一
仇
る
あ
ら
や
る
妨
古

（臥ノ，it・IJ:;0 '1 1行9) 10:;1 [:'OGG.cl.' 



三le

じ
限
付
慌
を
ム
U
し
て
い
る
の
で
あ
る
へ
こ
の
川
崎
制
は
経
企
的
な
性
質
を
白
す
る
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
あ
る
い
ハ
品
、
弘
法

Jι
し

く
は
内
市
ぃ
T

？
広
か
ら
一
日
派
M
1
？
〆
て
い
る
も
の
ず
も
あ
り
う
る

翻

第
一
半

凶
川
私
市
弘
法
へ
の
共
ロ
ド
一
体
法
の
彩
銭
円

共
同
体
法
の
同
内
法
に
対
寸
る
wU響
の
主
判
長
性
を
示
す
た
め
に
つ
の
判
刷
刊
を
紹
介

v
F
T

第
一
の
測
は

一
九
七
九
年

じ
に

p
vけ
れ
み
（
ギ
主
の
《
－

h
p」C
2
川
叫
？
叫
仇
～
］

で
あ
る

J

－
プ
心
事
件
仁
お
い
て
は
、

ド
イ

J

ノ1
H
A

が
、
制
円
山
の
＋
出
向
山
川
叫
L
に
つ

い
て
の
白
山
口
忠
準
会
満
た
l
J

亡
い
な
し
プ
ラ
ノ
ス
製
品
の
販
売
を
禁
じ
て
い
た
ハ
こ
の
ド
イ
ツ
法
は
、

ド
イ
ソ
川
内
内
に
！
ま
い
て
み
心
竹
内

さ
れ
る
製
品
全
て
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
内
JK一
製
で
あ
る
か
れ
庄
製
て
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
守
し
く
泡
川
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
欧
州

司
法
ぷ
ー
が
に
よ
れ
は

お
干
？
な
領
域
的
な
泊
用
は

当
該
製
品
が
山
梨
注
？
止
の
川
山
に
迫
九
i

し
ぐ
い
れ
ば

E
C
条
約
を
佼
宵
L
て

い
る
の
と
あ
る

吾
円
の
例
は

一
九
八
六
午

l
二
月
刃
円
に
川
町
険
門
人
約
に
湾
し
ず

F
3
れ
た
刊
決

丹、あ
p

心
c

ト
／
J

J

法
は
、
外
一
同

（日
C
U＼
交
A
））

会
社
の
提
供
3
る
収
、
約
は
ん
い
費
再
三
日
に
院

Z
Vイ

そ
の
よ
う
な
先
約
の
尚
品
化
を
禁
じ
て
い

し
な
レ
と
し
亡
、

た

沈

州

可

応
1

政
判
所
は
、

泊
費
者
以
護
は
、

汗
八
門
川
付
ド
リ
レ
仁
主
口
認
め
ら
れ
た
一
般
利
益
仁
優
先
「
る
、
詰
じ
口
を
正
当
化
す
る
湾
問
1
y

な
る
こ
と
や
刃
M

め
た
J

r
か
じ
な
が
り

－
受
け
入
れ
同
の
山
甲
山
ご
忠
る
）

J
1
7
p
y
L
ハ
ぐ
す
内
汗

υ
三、

，

L
G
j
f
：
 比
例
以
則
に

ζ
ハ
が
わ
な
け
札
ば
な

ら
ず
、
従
っ
て
、
迫
求
ν
じ
れ
る
似
義
的
目
的
を
足
以
す
る
の
に
必
安

l
分
な
ら
の
℃
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
っ
ム
こ
ろ
が
、
こ
の
必
安
料
い

は
、
保
険
A

三
位
の
日
明
I

J

ザ

L

い
る
外
同
決
｛
本
、
相
時
凶
川
の
法
）
が
肢
に
遇
切
な
（
同
位
一
ず
の
“
新
v
〕
く
は
木
質
的
に
比
一
一
府
v
ご
J

ノ
る
ほ
ど
の
）
消
費

ヌ
の
保
誌
を
保
障
じ
て
い
る
場
合
に
は
、
存
紅
｝
品
ト
川
な
い

r

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
受
け
ノ
入
れ
回
で
あ
ゐ
ド
イ

y
の
法
規
範
の
通
い
同

は
制
限
ζ

れ
な
け
れ
ば
ら
ら
な
い
と
言
え
る
υ

月

（：；~ノい去 f) CiG ［↑ : '!Cl) ll'、犯 :::ocG. 11 



こ
の
点
に
つ
い
て
、
学
説
と
転
倒
山
同
市
h
一
求
一
誌
の
義
務
1
y

し
て
ん
一
品
川
じ
て
い
る
へ

ガ
ー
ピ
ス
の
去
り
人
れ
附
J
本
M
Y
H

悶
の
抵
触
す
る
伝

が
同
h
十
で
ま
る
場
九
円
に
は
、
各
々
の
凹
は
他
岡
山
必
規
範
吉
広
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

反
対
に
、

一
」
的
保
一
定
の
レ
ベ
ル
で
の
μ
石川叫

壮
い
が
存
在
ン
て
、
ν

な
凶
場
企
に
凶

こ
の
相

η
承
認
♂
表
校
は
組
成
田
に
訴
さ
札
刊
な
U

の
で
島
る
つ

五
涼
に
は
、
同
夜
私
法
三
い
つ
内
回
法
胤
乾
に
汁
1
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
の
影
響
は
、
ヒ
や
〕
た
相
4
承
認
の

主
っ
て
及
ほ
さ

れ
る
の
で
あ
る
し
抵
触
法
や
身
分
関
係
に
閲
「
ゐ
外
同
公
f

人
主
い
の
承
認
に
悶
？
〆
て
は
、
校
数
約
一
測
を
K
J
げ
ゐ
こ
と
か
で
き
J
う、

l 

身
分
関
係
に
関
す
る
外
国
公
え
一
詳
の
承
認
へ
の
影
智

山
肌
州
司
法
裁
均
一
川
は
、
構
成
庄
の
｛
口
恵
仁
対
し
と
池
の
棋
は
同
一
反
ド
h
一
い
ご
は
げ
し
ご
身
分
諸
係
に
持
す
る
証
否
の
品
川
力
を
↓
本
認
す
る

こ
と
を
弐
持
つ
け
る

E
C条
約
の
迎
用
範
沼
を
同
定
す
る
絞
会
を
【
侍
た
。

ー
ん
ん
じ
刊
十

刀

円

の

P
F
E
4決
（
h
g
s＼去、

】 Lyエと2際＇l-il＜、との相，，↑ι用 Jう枠制（

を
阿
川
と
し
一
1
取
り
上
げ
る
こ
と
が
ー
ト
ロ
る
ど
乃
J
I

受
け
た
と
、
張
L
、
え
i

給
要
件
十
一
向
七
し
と
こ
と
の
証
明
ー
と
し
亡
、

'f. 
：止
明
斗上
円

Uノ

it 
去っ
！ノ

こまー

ユ／

裁
判
刊？
σ〉
判
1た
を

まt

f, 

Ul<J<it'?J :;5 '1 Fl) :0:;3 [:'OGG 

こ
の
川
決
は
、

｝
イ

y
で
働
い
て
い
た
キ
リ
ン
F

人
に
湾
ず
る
も
の
で
あ
円
た
c

伎
は
、

ιι同
汁
へ
五
の
そ
給
年
前
に
対
J
1
ノ
る
円
夜
中
什
を

見
事
的
身
分
的

一
次
位
界
た
戦
時
に
仮
棄
弐
れ
て
い
七
の
で
あ
う
た

し
か
し
な
カ
ら
、

N
J
t
y

－p、
い
コ
、
一
r
L
1
4

、

J
Jい
J

V

1

d

L

l

i

干ヰ

？
イ

y
B窓
に
に
り
作
成
送
れ
た
日
吉
f
向
い
ち
の

ι間
一
々
を
右
ナ
る
も
山
と
は
み
な
さ
札
な
か
う
「
。

L

ず
な
わ
ち
、
外
凹
計

芹
に
よ
れ
ノ
も
た
ら
さ
札
る
事
実
の
安
～
品
川
真
実
牲
は
、
あ
ら
ゆ
る
恒
類
の
伝
的

l
絞
に
J
りか
y
わ
れ
つ
る
の
で
あ
る
c

欧
州
司
法
裁
判
所
は
ざ
一
品
約
あ
ゐ
判
決
や

F
1
五
マ
ま
ず
、
身
分
関
係
の

の
い
爾
一
J
手
川
町
は
構
成
同
ぞ
れ
ぞ
れ
に
思
（
な
っ
て
γ

ゐ

」
ノ
一
手
」
吋
惟
認
？
て

ν
る
こ
れ
ら

、
そ
れ
ゆ
る
ん
に
、
同
手
の
も
の
こ
ゅ
な
戸
れ
／
ノ
一
？
、
外
同
店
斎
の
作
成
し
た
す
主
ー
や
押

亘
す
る
義
務
は
F

十
在
L
ら
い
の
で
あ
る
υ

次
い
て
裁
汀
所
は
、
格
式
日
が
外
向
の

の
辻
明
h
り
を
可
ん
で
い
六
uu心
ナ
る
こ
と
は
f
託
公

タi
同



三le

い
と
し
て
い
る
そ
の
は
均
ム
川
江
戸
、

ポ
主
ハ
の

L
叶
怖
さ
が
中
i
湾
事
引
の
安
芸
に
ー
ん
じ
て
H
パ
ド
れ
的
仁
下
か
れ
う
ツ
品
川
之
門
に
の
み
れ
什
｛
疋
さ
れ
う
る

の
で
Lι町一品

v

翻

欲
作
ロ
f
出
裁
判
所
の
こ
の
安
勢
安
一
九
仁
会
似
位
向
凶
｛
主
的
村
組
み
へ
の
、
労
働
者
山
加
山
慌
を

ι問
す
る
外
岡
市
吉
nu
効
力
ド
一
関
す
る
姿
勢

〆
一
一
刊
と
す
る
干
i
f

が
で
ミ
る
c
m
H
h
判
引
に

E
れ
ば
、

山
王
ハ
チ
誠

24
＼
J
孔

こ
れ
ら
の
一
副
主
い
は
、
他
の
出
川
比
国
か
作
成
’
た
も
の
て
あ
ゐ
場
合
、

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
一
ヤ
あ
る
し
法
廷
他
の
引
同
が
一
一
止
明
書
に
い
三
人
の

る
は
川
ん
〈
け
に
は

外
国
当
日
仰
に
へ

る

去
一
司
止
の
ん
友

h

本
を
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
り
な
い

こ
の
汀
例
は

州
制
寸
信
頼
の
机
念
こ
組
内
ム
円
わ
せ
て
珂
濡

F
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ヲ
一
の
概
念
は

相川
τ
け
叫
小
川
誌
の
机
念
の
降
山
一
概

念
で
あ
り
、
保
険
市
場
に
認
す
る
欧
州
司
法
裁
川
汚
の
判
、
討
に
認
し
ご
、
同
U

起
さ
れ
ゐ
概
念
で
あ
る
u

存
行
本
訟
の
概
念
は
、
仙
判
中
」
法

規
範
を
不
認
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
対
州
市
を
付
し
て
い
る
と
い
、
ス
る
。
桁
正
信
頼
の
概
へ
Z
は
、
行
政
判
断
む
し
く
は
寸
法
リ
リ
断

に
urえ
ら
れ
る
べ
ぇ
効
力
に
民
連
L
て
い
る
c

す
な
わ
色
、
こ
の
概
念
は
法
廷
執
り
当
局
が
当
該
刊
決
に
1

切
力
を
与
え
な
げ
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
を
怠
味

L
一
に
い
る

U

外
じ
ド
」
当
月
が
外
活
法
に
）
刈
っ
た
万
法
で
、
そ
れ
な

F
し
た
と
み
な
し
た
外
道

W
U
の
承
認
氾
維
は
、

様
々
丸
信
構
成
田
の
中
i
］
川
の
機
能
が

l
八
ん
に
は
h
川
等
ご
な
い
滋
〈
叫
に
の
み
り
能
一
｛
、
あ
る

ク

出
払
触
法
に
悶
寸
る
影
阿
付

E
じ
リ
い
の
凹
山
川
抵
触
法
規
範
へ
の
影
山
挫
門
は
、
法
的
推
也
市
の
各
段
階
、

J
q

な
わ
ち
、
ま
す
は
、
不
同
開
訟
の
決
定
、
次
レ
で
持
川
｛
記
さ
れ
一
わ
れ

法
の
、
叫
戸
川
肉
体
に
悶
I

J

て
、
及
ほ
さ
れ
λ

る
ν

（：；~ノい去 f) CiG ［↑ : '!:'1 ll'、D :::ocG. 11 



A 

打い

t
机ヂヤム、，
u
R
P
τ
ぇ
y
n
c

ー
を
す
り
d
1
4
J
U川
下
L

T

Z

V

法
主
的
に
は
、

E
L条
約
に
お
け
ム
代
以
内
市
場
！
一
悶
す
る
諸
規
主
が
、
批
触
、
？
μ
と
i

：
ー
凶
内
見
範
の
山
門
討
に
影
習
を
有
？
二
＼
い
布
川

か
ど
う
か
と
い
う
内
…
か
問
題
と
な
る
に
こ
の
答
え
は
未
だ
小
一
縦
一
￥
で
主
る
が
、

川
判
、
ス
ば
、

同
川
触
見
山
科
v
J
同
籍
L
〈

JYノ
山
止
が
向
け
を
川
用
、
v
一に

い
る
場
合
の
よ
う
に
、

E
U
4い
が
川
U
盤

E宇
佐
ぽ

L
う
る
一
｛
疋
の
い
旬
間
は
あ
る

家
紋
に
関
す
る
問
問
と
会
行
法
に
閑
寸
る
問
題
の
ど

に
閉
し
て
切
や
学
げ
る
－
と
が
一
V
3
7却
し

（

1
）
身
分
法
お
よ
ひ
家
族
法

ま
い
は
一
関
係
に
悶

L
て
は
、
氏
に
悶
す
心
も
の
い
ね
h

ひ
給
献
の
右
M
M
悦
に
問
4
9
る
も
の
の
ツ
の
判
例
を
取

n
l
げ
る
の
が
史
叫
深
い

【

a
）
氏
の
笠
w
L

欧
州
司
法
政
1
1
巧
は
、

一
打
。
一
年

i
i司
け
に

m
H
2
2
2
～J
r
p
一一
z
斗
決
行
ニ
お
＼
定
）
と
い
へ
東
芝
な
刈
1
J
慌を一、
L
h
J
O

戸）の

】 Lyエと2際＇l-il＜、との相，，↑ι用 Jう枠制（

占
ア
叶
げ
は
人
の
）
弐
の
川
叫
れ
ど
に
時
一
す
る
も
の
「
あ
る
（
こ
の
判
例
か
ら
、
欧
川
寸
法
裁
判
所
カ
漬
川
内

d

市
場
の
一
般
規
む
を
、
法
的
抵
嗣
加
の
昨

窓
に
、
如
何
に
迎
用
す
る
か
よ
く
伺
併
す
る
こ
と
が
仁
き
る
c

こ
の
事
作
二

ベ
ル
よ
！
と
λ

ペ
イ
ン
の

主
同
籍
を
む
り
し
で
い
た
f
十
洪
円
収
す
み
も
の

t
あ
》
一
七

ν

二
の
子
供
は
、
母
裁
が
ベ
ル

ギ

人
・c 
iP) 

父
杭
カ
ぇ
ベ
イ
L
Zへ
で
あ

J

た
’
訪
は
ベ
ル
ギ
ー
で
年
ま
れ

と
ら
に
ベ
ル
ビ
ー
に
市
川
土
ー
し
て
い
た

J

ス
ベ

f
ン
は
に
よ
れ
ば
、
こ
の
了
は

A

つ
の
氏
、
す
な
わ
ち
、
父
読
め
伐
の
一
部
レ
｝
付
税
の
氏
の
泌
を
ム
ー
す
る
こ
と
仁
な
り
、

ベ
ル
ギ
ー

K
に
よ
れ
ば
、
母
説
の
氏
で
は
な
く
父
殺
の
氏
の
み
ふ
守
司
令
に
有
す
る
こ
？
y

に
な
7

担
当
該
申
れ
ご
は
、
ベ
ル
ギ
ー
の
公
式
を
録
簿
に

ベ
バ
キ
ー
込
山
に
従
っ
と
げ
ん
が

Jr哉
さ
れ
た

税
か
に
ベ
ル
ギ
v

ぺ一↓
M
H
d

は
、
氏

b
Fの
一
仏
国
法
に
よ
ら
し
め
て
い
る
ベ
ル
午
、
i

抵
触
決
を

々
一
一
川
内
i

悶
月
f

l

リ
ハ
；
グ
h
h
J

約
で
認
め
ら
れ
て
い
る
よ

7
に、

ベ
ル
ギ
、
国
以
唱
を
採
い
同

池
田
し
た
の
で
あ
ゐ
じ
ト
ー
と
、
当
日
月
は

ず
る

F

）；－

L
L
h
n
M門
比
一
刊
の
は
仏
触
に
決
着
を
引
け
た
ハ
子
供
は
従
っ
て
、

ぇ
ベ
イ
ン
人
て
あ
る
父
親
の
氏
を
門
外
し
た
の
で
あ
る

J

（臥ノ，it・'?J:;5 '1 l'i2) :u''i [:'OGG.'1.1 



三le

平
行
し
一
へ

而
杭
」
パ
ス
ベ
イ
シ
人
伎
館
で

f
恨
の
守
録
を
し
た
こ
こ
で
は
、

巾
l
M
m
ス
ペ
イ
ン
の
抵
触
法
規
約
が
用
い
ら
れ
、

範
に
よ
る
L

、

f
枇いの
Ai国
民
が
押
拠
出
t

ム
な
り
、
阿
川
新
の
批
触
v
J
L
め
る
お
ム
U

に
は
、
ス
ペ
イ
ン
囚
お
が
1
A

小
凶
渋
t
く
な
る
と
ミ
れ
て
い

翻

た
、
ス
ペ
イ
ン
大
使
館
は
、
従
っ
て
、

f
供
を
ス
ペ
イ
ン
人
の
ハ
人
殺
L

ベ
ル
ギ
ー
人
の
母
読
の

重
町
予
ご
K
M
U
M
、
〆
ト
一
の
で
あ
る
。

山
内
演
は
、
次
い
て
、

ベ
ル
ギ
ー
行
政
府
仁
ス
ベ
イ
〆
法
に
従
っ
た
形
で
の
L
j
の
げ
ん
の
役
史
を
日
、
γ
μ
一
一
、
た
か
一
認
め
ら
れ
L
J
か
っ
～
打
、

ベ
バ
キ
ー
一
刑
判
所
は
、
欧
川
司
法
決
判
所
仁
、
ベ
ル
ギ
法
を
池
い
や
ニ
に
氏
の
安
一
門
ん
を
拒
的
制
す
る
－
？
と
は

E
い
条
約
に
反
寸
る
こ
と
に

な
る
か
訂
か
と
い
う

τ
に
ノ
い
て
れ
託
し
九
J

」
特
一
い

こ
の
間
認
は

共
同
体
内
部
て
の
白
川
移
動
と
い
う
I
U
の

μ
民
権
に
関
川
ど

H

札
口
止
さ
礼
た
の
ゃ
あ
る

山
肌
州
司
法
裁
均
一
川
は
、
こ
の
状
似
品
川
へ

f
伎
が
ベ
ル
ド

f

ス
パ
イ
デ
と
の
内
を
桜
一
読
す
る
際
に
、
一
一
つ
の
は
A
ノ
な
る
氏
に
服
す
る

こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
た
り

ι

共
同
体
市
民
ご
し
て
の
子
供
の
再
出
移
勤
へ
の
障
壁
を
も
＃
ら
し
ご
い
る
と
認
め
h

o

－
J

J

一、、

戸

し

v

E
t一
行
士
、

l
h
ま
l
R
ーし

ベ
ル
よ

l
法
手
一
回
収
拠
と
し
て
弐
の
変
ボ
ん
を
把
花
す
る
ご
と
は
、

同
州
特
に
町
時
っ
く
市
長
慌
の
芸
…
川
一
存
一
禁
じ
る
原
引
に
一
応
し
ど

い
る
と
川
？
三
人
υ

こ
の
れ
決
二

ヰ
別
の
定
義
と
い
う
悦
点
か
ら
川
見
〈
興
味
深
い
も
の
で
あ
る

v

ギ
別
的
℃
あ
る
1
y

い
う
山
は

組
ハ
な
る
状
況
に
対
L

て
同
じ
よ
う
な
取
扱
が
な
x
れ
て
い
ゐ
こ
l

一
、
若
L
く
は
同
じ
よ
ー
な
状
況
に
あ
る
に
も
刀
か
わ
ら
？
司
呉
な
っ
た
取
扱
が
人
注
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
一

Y
L
こ
の
事
刊
に
お
γ

て
は
、
ベ
ル
ギ
ー
政
的
は
、
ベ
ル
よ

i
ム
出
店
池
田
市
を
似
白
押
〕
亡
、
全
て
の
ベ
ル
ギ
i
人
に
山
門
凹
お

K
上
保
月
さ
れ
て
い
る
w
T
h
t
j
の
以
則
チ
尊
重
r
v
f
、
い
る
と
Tr
長
レ
k

o

改
仲
川
、
d
裁
判
所
仁
よ
れ
ば
、
ベ
ル
ギ
ー
凶
札
制
約
の
者
と

絡
め
芸
！
と
戸
、
状
況
か

μ川
加
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
c

な
ぜ
な
ら
、

べ
ル
ギ
ー
阿
議
の
立
は
、
問
符
を
右
ず
ゐ
ぞ
れ
そ
れ
の
国
の
川
容
の

矛
盾
す
る
法
に
版
寸
r

ゐ
二
三
は
な
い
か
ら
で
あ
る
し
ベ
ル
ギ
ー
規
範
は
従
っ
て
た
別
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
β

の
一
小
あ
る
c

次
い
で
、
ぷ
別
的
な
松
戸
が
一
殺
利
話
会
攻
自
ー
こ
し
て
け
い
ヨ
化
さ
れ
る
の
か

~ 

' 

止
当
化
さ
れ
ふ
の
と
あ
れ
ば
、
当
一
政
山
い
い
い
宣
が 上品

（：；~ノい去 f) 'iG ［↑ :711 ll'、＇iG:::ocG. 11 
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比
例
岡
山
政
を
遊
山
干
し
て
い
る
か
れ
什
か

て
い
る
出
什
「
H
dい
故
判
所
は
、
え
の
待
氾
性
の
剛
丈
諸
改
び
人
の
そ
の
社
会
的
環
山
担
及

び
主
化
的
環
境
へ
♂
川
化
の
亙
宮
前
は
ム
当
な
四
肢
と
な
る

P
Z一
を
認
め

ベ
ル
ギ
ー
の
抗
医
は
不
均
品
開
な
も
の
に
あ
コ
わ
一
と
に
～

比
例
川
則
的
観
内
、

h
り、

欧
州
一
生
氏
裁
河
川
は
ベ
ル
ギ
ー
の
箭
上
山
門
に
お

μ
て
は
、

異
な
る
凹
内
法
律
に
一
広
一
寸
る
若
い
が
共
十
町
リ
ン
て
、
ν

る
こ
と
を
認
め
ト
ご
例
え
ば

？
ヘ
ベ
イ
〆
人
の
氏
は
ス
ベ
イ
、
J

法
じ
従
ノ

れ
、
ヨ
ぶ
人
の
氏
は

i
ぷ
法
い
じ
札
3

r

決
定
vけ
れ

る
の
で
b

め
る

ロ
サ
犬
を
か

2

ん
れ
ば

一
つ
の
筒
、
上
に
絞
々
に
具
な
つ
よ
方
式
で
決
定
さ
れ
る
氏
喜
一
右
ず
ゐ
去
が
明
甘
ー
て

ν
る
と
い

下っこ
y

で
ιめ
る

欧
州
司
法
裁
判
川
は

は
、
ス
ベ
イ
〆
法
の

ベ
ル
ド
7

汁
店
に
従
》
人
戸
氏
の

父
の
氏
じ
ぷ
る

九
ご
り
に

決
定
方
法
ー
ド
勝
る
付
会
へ
の
河
化
を
仏
降
す
引
も
の
で
は
な
い

y
J
た

J

反
対
一
ヘ
父
方
り
ふ
ひ
母
方
の
惇

U
じ
よ
る
氏
の
決
定
は
よ
り

tbロ
扮
在
不
川
相
酬
の
世
一
加
を
円
能
に
す
る
も
乃
て
あ
る
ハ

欧
州
司
法
裁
河
所
は

山でヘリ

K
い
ヤ
」

2
7
4
k
 
氏
の
川
間
訟
に
つ
い
て
は
ス
ベ
イ
J

法

っ

、、

が
ベ
ル
ギ
ー
作
一
よ

7
も
ベ
ゲ

i
－
円

1
4
あ
る
と
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
口

】 Lyエと2際＇l-il＜、との相，，↑ι用 Jう枠制（

こ
の
判
例
は
家
主
雫
吐
け
に
ぶ
い
て
出
泌
と
い

J
述
υ利
点
を
羽
い
る
こ
と
を
祭
汁

L
て
は
い
な
い
－

へ
あ
る
ん
校
じ
L

コ
ド
ド
ロ
刊
一
パ
ヲ
マ
心

え
の
決
定
に
判
明

L
マ
は
、
通
常
は
一
小
川
々
の
法
に
叔
ず
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
し

長
な
る
冶
詑
帽
の
品
有
は
、

主
り
一
段
仙
川
一
｝
土
、

〈

一

i
I
c
t
i－
－

一
方
的
判
触
は
絡
め
部
を
な
し
て
い

国
耕
ー
ル
い
う
連
結
内
、
は

よ
れ
み
ギ
別
的
℃
あ
る
1
y

さ
れ
る
の
で
あ
れ

日
比
方
的
な
法

結
剖
川
部
の
仰
山
で
あ
る
場
合
に
は
そ
つ
で
は
な
い

v

例
え
は
、
離
婚
の
巨
総
点
を
耐
配
偶
t
y
h
の
同
本
田
氏
少
し
と
い
る
手
イ

y
凶
際

私
h
h
堤
範
は
γノ
別
一
町
一
で
は
な

v
が、

一
ち
配
備
苫
が

r
f
y人
で
£
る
が
準
機
z弘
レ
ケ
〆
て
指
定

E
rれ
れ
川
叶
同
訟
が
峰
婚
を
認
め
て
い
る
工

い
場
合
、

v
イ

よ
る
ほ
婚
を
認
め
る
た
イ
ツ
規
範
は
正
別
的
な
の
ご
必
る
つ

h
婚
姻
の
p

わ引い効性

今
ヨ
エ
キ
＼
吹
川
川
刊
河
よ
、

あ
る
構
成
凶
に
お
い
て
言
行
戸
れ
か
J

給
総
の
他
の
構
成
固
い
い
お
け
る
十
一
効
性
に
問

F
る
問
題
に
つ
い
て

判
断
を
一
、
E

J
、
は
い
な
い
〉
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
間
速
い
が
川
市
花
的
な
央
昧
や
は
ら
ん
で
い
る
も
の
で
あ
る
に
呈
小
す
る
の
は
有
易
明

（臥ノ，it・IJ:;0 '1 l'i＇仁，） : 0:;;- [:'OGG.• 1.1 



三le

あ
る
コ
実
際
、

ヲ

ア

丸

一

3
3
一、王、

三
1

1
ト

ノ

1
y
f
d
i
t－
；

慢
数
の
凶
が
〕
門
性
川
崎
と
と
も
に
夫
婦
民
俗
に
引
の
伝

似
灯
州
刑
を
比
較
は
仙
川
に
，
h
快
プ
討
す
る
と
、

的
形
式
を
認
め
？
と
き
か
ら
、
ト
八
き
な
エ
百
九
が
宇
じ
て
き
て

i
L
ω
J

翻

」
ぞ
っ
ト
ぷ
婦
問
日
仰
の
新
ド
形
式
は

い
く
J
一
か
♂
刀
チ
コ
り

i
に
分
け
る
乙
と
刀
で
き
る
｝
第
一
昨
カ
テ
f

り
i
川
由
、
婚
姻
と
〕
川

同
但
引
き
る
結
び
つ
き
こ
寸
る
む
の
で
あ
る
同
性
人
同
士
の
婚
約
で
あ
り
、

ベ
ル
干
i

と
オ
ラ
ン
ダ

r認
め
お
つ
れ
て
い
る
に
二
つ
戸
の
カ

フ
ゴ
リ
ー
は
、
対
側
エ
同
じ
効
ん
J
V
一
右
「
る
記
〈
円
で
あ
る
庁
、
ま
ノ
た
＼
異
な
る
名
称
を
有
す
る
も
の
戸
、
あ
一
…
、
川
悦
人
同
ム
一
の
「
仔

録
パ
ト
＋
？
ン
〆
づ

で
あ
る
。
干
れ
は
ス
や
ン
ジ
テ
ピ
マ
諮
凶
（
ス
ウ
一
ず
、
ヘ
ヂ
ン
マ
ク
）

ζ

ド
イ

y
の
阿
川
ご
あ
心

J

さ

ら
に
第
三
の
カ
一
T
f
ノ
す
と
し
て
身
分
的
地
付
か
ら
離
れ
て
し
ま
い
、
契
約
的
知
牧
に
近
づ
い
F
、
も
の
が
あ
る
よ
い
は

y
ラ
〆
ス
明

は
一
民
宇
述
帝
規
約
づ
J

門
戸

の
場
ハ
じ
明
、
あ
り
、
ベ
ル
主
で
は

合
法
的
同
棲
ー

で
あ
る
。

カ
／
J

ノ
ル
の
冴
係
に
つ
い
仁
の
吟
）
れ
ら
の
析
し
い
形
式
は
、
ほ
鉱
法
に
却
し
と
深
刻
な
問
題
を
法
起
す
る
。
例
え
ば

イ
タ
リ
ア
の

ょ
っ
に
民
統
む
な
紙
同
州
制
反
し
か
む
し
て
い
な
い
何
に
お
い
て
は
、

そ
の
抵
制
法
河
」
川
却
の
巾
で
、
根
拠
法
令
指
む
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い

規
定
を
利
川
刑
す
る
ご
レ
が
で
き
な
い
じ
な
は
な
ら
ば
、
こ
の
当
約
九
斗
際
弘
法
は
涜
常
は
そ
の
中
川
の
山
に
存
在
1J
〈
い
る
制
度
に
つ
い
て

の
解
決
し
か
は
で
し
て
い
な
い
刀
ら
で
あ
る
ν

他！刀、

ベ
ル
キ
寸

l
平
寸
ラ

J
グ
の
ょ
っ
仁
、
同
性
の
紡
へ
」
門
と
し

q

M」
A
J
T
認
め
亡
い
る

国
で
は
、

N

イ
F

ノ
に
お
け
る
よ
う
に
外
国
で

れ
ん

H
J
l

十

l
シ
ッ
j

の
1

均
刀
ド
ワ
い
ず
連
川
久
れ
る
誌
を
指
定
す
る
こ
と
が

政
判
一
昨
ト
ト
レ
一

J

て
川
院
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｝

こ
れ
二
、

J
Z
た
、
外
国
市
町
内
凡
な
る
制
改
仁
近
川
市
き
れ
る
べ
き
ほ
を
持
｛
む
す
る
に
ふ
弐

わ
？
い
ほ
触
♂
剥
J

札
を
法
定
地
の
、
ノ
フ
ハ
一
ア
ム
が
布
、
二
、
い
る
こ
L

を
前
提
？
Y

二三
γ

ゐ。

ヲ、ー

υ
y
パ
に
お
け
る
矧
向
は

め
有
効
性
、
効
以

の
ん
川
法
て
表
現
存
れ
る

ν

お
ふ
の
解
決
は
、

M
川
聞
の
－
」
の
よ
う

お
上
び
解
消
や
ぶ
れ
が
詳
録
さ
れ
た
川
柳
川
一
の
法
に
上
ら
1

〕
め
ゐ
こ
乙
で
あ
る

こ
れ
は
、
羽
五
に
、
マ
今
一

P
J

ン
ダ
村
よ
び
ト
イ

y
で
認
め

ら
れ
亡
い
る
判
例
浅
で
あ
る
〉
位
指
ふ
の
一
川
決
は
、
婦
問
削
争
抑
制
律
す
る
連
結
山
川
範
や
利
［
市
し
、
婚
相
と
叫
J

U

い
効
力
会
有
す
る
す
べ
て
の
制

（：；~ノい去 f) CiG ［↑ :7引 ll'、：i8:::ocG. 11 



皮
、
す
な
わ
ち
い
性
川
町
も
パ

1
川
ブ

1
ン
ァ
プ
も
、

こ
の
仁
什
一
い
ご
は

結
合
の
極
引
に
よ

に
そ
れ
を
板
張
F
P
Q
L
Y

－
－
守
う
も
の
に
め
る

J

る
関
係
書
聞
の
芹
別
ー
と
い
、
つ
り
ザ
ヘ
ケ
は
れ
い
い
。
山
川
人
約
的

Hr九
日
の
み
は
な
緑
地
尽
に
よ
り
規
沖
さ
れ
る

」
の
シ
ス
テ
ム
は
ベ
ル
七
ー
で

認
め
ら
れ

f1v
る
も
の
て
あ
る
第
一
的
解
渋
は
、
法
廷
地
の
公
序
に
反
ナ
ゐ
？
と
、

γつ
坦
庄
で
山
内
が
い
の
関
係
に
U

か
な
る
効
か
を
も
誌

め
な
い
と
い
っ
ー
も
の
で
あ
る
c

あ
る
構
成
凹
の
裁
判
所
が
他
の
恰
成
田
で
十
A
J

の
よ
事
訟
を
担
r
小
川
寸
ブ
ゐ
山
一
、
て
れ
に
関
係
す
る
ア
↓
－
の

E
U内
い
わ
ね
け
る
白
日

移
政
が
妨
げ
、
つ
れ
る
こ
ノ
一
は
作
易
に
迷
躍
で
き
る
。
こ
の
ぶ
つ
な
状
況
は
、
市
民
に
闘
す
る
一
マ
ロ
ヴ
パ
条
約
の
諸
規
範
に
反

J
L
い

る
「
円
花
性
ト
？
ち
る
法
廷
治
国
は
ご
め
戸
…
否
か

い
う
謹
ι斗
に
玄
つ
い
て
い
る
ご
と
を
計
川
）
な
け
れ
ば
な
ら
♀
い
だ
ろ
へ

公
予
は
、
械
か
い
有
効
な
止
当
化
に
な
る

こ
の
庄
は
去
ら
仁
川
P
1「
で
形
成
え
れ
え
結
合
を
，
爪
認
弘
子
治
す
る
台
工
」
が
沈
悦

し
か

原
則
を
道

v
じ
て
い
る
こ
と
を
一
北
山
町
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
、
に
つ
い
て
、
欧
州
l

叶
法
裁

1
泌
が
こ
の
よ
ろ
な
一
川
一
五
少
一
千
一
宵
別
的

】 Lyエと2際＇l-il＜、との相，，↑ι用 Jう枠制（

で
あ
る
と
す

λv
か
と
っ
か

ど
は
な
い
c

支
際
、
近
時
、

11 

、

ヴ

ヘ

欧
川
一
寸
法
政
判
所
は
二
戸
〉
ヘ
二
r寸
I
U
F月

る
こ
と
を
収
拾

d

た
υ

5
 

0
 

ハv
勺
LY

 
J
 

、｝ハぬ
い

f

ド
イ

y
裁
判
所
は
ベ
ル
平
；
抵
触
法
規
範
に
よ
り
指
定
さ
れ
マ
ヤ
ア
マ
フ
、
〆
ダ
法
を
適
M
7
C
、
一
山内

似

L
l
デ
ン
法
に
従
て
人
ヲ
録
さ
れ
た
パ

1
7
1
1
ン

J

プ
は
婚
姻
l

一円付
J
C
は
な
い
レ
f

一
判
ボ
し
て
い
る
c

こ
の
心
件
は

ザ
ノ
リ
ー
ソ
七

ル
ご
働
い
て
い
た

E
U公
筏
門
同
一
に
院
す
る
も
山
一
仁
あ
7
一ん

J

絞
ら
は
、
一
じ
凶
中
佐
治
市
す
る
こ
と
に
よ
い
、
ー
日
明
細
引

の
際
に

E
U
評

ら
ト
え
F
仏
わ
れ
る
家
族
手
当
を
安
求
し
た
の
ご
あ
る
〔
攻
州
川

4

法
裁
判
所
は
楕
成
田
出
の
比
較
に
某
つ
い
て
、
枯
州
酬
と
川
円
相
川
ず

k
り
般
的
に
は
、

域
内
山
場
枯
は
、

ふ
る
構
ば
凶
で
挙
行
去
れ
た
婚
制
二
苧
吋
地
凶
の
拡
触
広
川
局
範
に
よ
り
お
む
き
れ
る
広
に

則
勺

C
V
さ
ズ
す
れ
ば
、

そ
の
川
町
地
ム
ヤ
他
の
情
成
同
裁
判
所
は
す
べ
一
与
が
認
？
〆
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
芯
味
寸
る
J

勺
の
ど

即
解
さ
れ
る
干
〉
が
で
主
上
λ

制
川
ズ
ば
、

ベ
ル
ド
下

f
形
寂
さ
れ
た
1
1
ア
ン
ダ
人
調
の
給
与
を
め
俳
誌
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
て
あ
る
。
干
の
え
う
な
や
り
む
は
、
反
孜
の
ア
ク
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一
ヅ
ク
ト
ロ
灯
い
も
の
ご
あ
穴
り
、

制
皮
の
抗
帥
川
境
日
比
一
し
一
呼
ば
れ
る
刑
判
市
を
利
川
市
「
る
こ
と

k
日
t
結
果
に
な
る
、
つ

J

J

コ
1
1
r
uハ
ご

翻

μ
打
川
川
川
体
立
法
書
は
去
、
り
ト
ト

η
ベ
弓
ル
で
あ
る
よ
一
つ
仁
川
b

わ
れ
る
つ

外
国
刈
決
山
本
誌
に
悶
「
る
規
則
は
、
公
立
山
主
川

ド
籍
事
～
出
前

し
か
〕
～
λ

いかが
p
円
、

ひ
り
ひ
り
斗
に
採
択
さ
札
れ
一
家
事
事
件
に
悶
す
み

（
ロ
ロ
か
の
門
勾
山
戸
早
足
ロ
片
岡
心
己
主

を
判
決
？
と
一
一
円
J

仇
♂
て
二
心

十
Y

〕干」ノリ刊に、

れルド
M
附
婚
は
公
正
一
計
主
下

そ
の
ω山
系
ζ

ご
＼
構
成
凹
は
他
的
構
成
凶
に
お
い
て
ん
ナ
r
j

円
門
局
允
主
F
d

川d
勾コ台、一戸吋外人一六

4ι
マム臼一

さ
れ
た
婚
掘
削
ノ
ゃ
、

w

談
行
為
が
川
町
地
に
閲
ず
る
内
同
法
や
外
国
法
仁
合
致
ギ
、
ぃ
ゐ
か
併
か
を
審
告
す
る
こ
ど
な
く
、

忌
認
す
る
義
務

を
沿
っ
♂
＼
い
る
の
で
あ
る
つ
実
際
に
は
残
る
川
羽
川
刷
は
公
序
に
よ
る
も
の
の
み
で
あ
る
わ

2
J
会
汁
1

ナ、

メ

7
1
y

法
人
に
適
川
刑
さ
れ
る
準
拠
法
の
決
定
F
い
〉
問
題
に
つ
い
て
、
欧
州
オ
t
日
早
批
判
所
で
は
数
多
く
の
汁
決
が
～
さ
れ
て
さ
た
u

好
庁
、

域
対
比
助
法

の
司
自
幻
影
響
を
受
け
て

E
U
h
A
C
ぷ
げ
さ
れ
た
九
五
引
の
設
斗
お
よ
が
治

rm一
を
同
相
伴
す
る
作
、
の

ホり
t
t
係
仁
は

祁
’
汚
ド
ワ
い
て
い
，
r
、
つ
か
の
判
例
が
〈
行
ん
さ
れ
て
い
る
c

す
な
わ
も
一
九
九
九
年
一
月
九
日
の
（

5
主
主
川
決
r

「
己
防
＼
山
豆
、

。

年

i
一
月
五
日
の

'l'IJ 
ii七

円山口）句、（）（））

お
よ
び

ひ
っ
一
年
九
月
一
！
日
の
才
ヱ

E…

F
－
判
決

R

H
念日＼
2
J

t
あ
る

確
認
の
た
め
に
、

dlリ
の

IF一山
1
F

は

構
成
川
に
属
す
る
下
ベ
マ
の
V
告
が
ね
の
楕
成
田
仁
お
い
亡
持
紋
的
か
っ
安
定
し
て
伝
人
手
設

合
一
す
る
こ
と
カ
吋
限
で
忠
る
こ
と
を
い
う
」
的
投
！
け
の
肉
体
は
構
成
凹
川
町

つ
に
ぬ
ャ

J

て
い
る
ギ
い
の
み
に
羽
恥
め
ら
れ
て
お
り
、

μポ
一

国
に
属
す
）
ム
付
表
ぃ
hv
は
認
め
ら
札
て
い
な
い

L

i

：I
W
I
件
は
円
校
一
人
に
悶
J
q

る
安
件
で
あ
る
f

法
人
に
悶
し
て
は
、

ヒ
じ
粂

約
は
以
下
の
支
件
の
も
と
に
恰
成
問
の
囚
民
i
／
同
校
し
て
い
る

T
な
わ
ち
、
会
社
は
構
成
凹
の
一
う
の
凶

f

、！
λ
f

づ
R
L

、ι

さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

そ
の
仏
M
E

却
の
同
心
、
な
げ
弘
、

も
い
く
は
定
款
の
ト
ヘ
拠
を
主
レ
て
い
み
よ
け

t
は
企

手
、
つ
に
そ
の
同
に
、

白川J

か民

ρ
っ
ぷ
比
父
へ
J
H
一
に
つ
け
f
、

；
1

J

i

〈

4
l
－

1

欧
州
可
法
裁
判
所
は
当
説
会
社
は
さ
ら
い
実
質
的
な
悶
述
を
告
午
、
い
な
け
れ
ば
な
ら
♀
い
と
刊
不

（：；~ノい去 f) CiG ［↑ 1刊1ll'、日u:::ocG.11 

j 



し
λ、

（

一

f
u
ハリ

年

l
月
ム
日
亡
、
み

2
2
5
ぬ
判
決
）

（

a
）
一
一
ハ
J
、Jい

午
己
ケ
日
比
店
口
問
川
円
決

円

rz耳
目
ロ
ぬ
判
決
は
会
ιド
に
闘
す
る

つ
の
説
経
税
’
札
的
問
で
山
弘
触
を
明
ら
か
に
？
〆
て
い
る
〕
中
弟

山
カ
テ
ゴ
ー
ノ
ー
は
、
ム
六
b
f

を
法
人
が
詫

v
Z
わ
た
国
の
法
に
よ
ら
し
め
る
も
の
て
あ
り
、
実
際
に
は
公
式
旬
以
簿
で
の
弘
υ
認
に

E
る
に
こ
の
お
法
は
l

モ
ン
恥

円
ー
の
凹
々

連
合
－
十
川
）

十
北
川
川
町
に
オ
一
ノ
ン
グ
て
支
配
的
で
あ
る

第
一
の
守
テ
了

j
”
は
λ

又
じ
を
干
の
実
隊
約
一

す
な
わ
ち
、
会
寸
ー
が

t
の
本
1

作
ペ

の
中
心
に
工
り
呉
川
料
化
さ
れ

hv
も
の
で
あ
る
が
、
を
お
じ
ご
い
心
一
向
の
作
ド
よ
ら
し
め
心
も
の

C
Jの
る
つ
ム
）
l
v
は
、
問
、
又
は
ド
イ
ソ
、

－t
J

d

l

 

べ
ル
デ
ヲ
、
あ
る
い
は
ァ
ラ
：
、

E
み
ら
れ
ゐ
見
解
で
あ
る
が
、
こ
の
ん
法
は
、
会
社
ト
1
J

支
際

の
本
拠
の
あ
る

E
の
公
的
資
録
簿
で
の
な
記
の
汁
象
と
な
ゐ
二

f
Gケ
一
求
め
る

F

一
と
に
よ
り
、
第
一
の
力
一
y
r

リ

み
ハ
じ
わ
せ
る

一号、
4
j
u
k
パi
h

レ
、
v
u

リ
P
J

コJ
V

み
J

F

ノ

】 Lyエと2際＇l-il＜、との相，，↑ι用 Jう枠制（

同
「

z
r
Zコ
ロ
民
社
は
、

オ
フ
ン
ダ

C
設
山
さ
れ
、
そ
～
に
定
問
仰
の
本
泌
を
有

L
Tに
い
た
た
乙
そ
の
後
、
同
社
の
域
内
を
ド

r
ソ
に
円
前
作
ず

る
ト
イ
2

人
が
隣
人

L
h」

C

会
社
に
潟
市
川
刑
さ
れ
る
べ
ぇ
法
と
い
っ
門
洩
は
、
同
社
と
、

ト
イ

3

ノ
で
の
契
約
の
不
完
λ

履
行
を
し
た
供
給

Hr

イ
y
ド
仏
新
寸
断
で
、

被
告
は
、

株
の
一
一
一
一
双
取
得
者
カ

γ
イ
ツ
に
同
J

一
t
て
い
る
以
十
、

有
と
の
閉
め
訴
訟
に
お
い
て
生
じ
た
り
T
め
る

同
社
は
決
定
の
中
心
（
J
9
な
わ
ち
実
際
の
本
拠
）

ゐ
ゼ
ベ

1
y
に
い
臼
し
て
お
り
、

そ
れ
に
も
刀
か
わ
ら
？
司

k
f
y
会
社
民
三
の
賢
作
千
円
何

た

て

i
d

な
、
v
h
f
的
、
訴
訟
を
捉
U
L
j
る
舵
ハ
リ
を
守
、

J

な
じ
と
王
張
〕
ん

J

オ
フ
ン
ゲ
伝
人
の
承
認
作
地
は
設
立
の
円
山
に
町
ん
す
る
と
判
一
小
7

た
f

秋
山
川
町
長
裁
判
所
一
は
、

同
裁
川
所
一
に
よ
れ
ば
、
会
社
は
v
て
mu

設
立
刊
拠
法
、
こ
の
場
合
は
ず
ラ
ン
ダ
法
仁
主
ら
「
に
は
存
存
v
、
得
な
い
の
で
あ
ゐ
t

こ
の
法
は
、
そ
れ
に

k
れ
ば
会
社
が
外
同
に
そ

の
氏
側
や
移
好
し
た
こ

ν

ノム守人
L
一
に
よ
っ
て
法
人
的
灯
ふ
夫
っ

f
沢
で
は
な
い
場
合
に
は
、

な
お
遇
川
町
川
艇
で
あ
ゐ

b

J

C

C
一年目
2
4
2
〉
ヱ
判
決

ソ担問、

（臥ノ，it・IJ:;0 '1 l'i9) ＇凶 I[:'OGG 
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日
間
同
一

4
v
E
m
v
h
h
c

一

の
問
題
性
合
判
明
ら
つ
に
し
て
い
る
こ
の
事
件
で
二
、
主
制
九
um
廿
湯

.. 

lザ

E
u
r
お
り
る
九
六
比
れ
の

fi

ラ
ン
ダ
法
に
え
め
の
あ
る
最
抗
資
本
金
の
長
件
を
た
え
し
な
け
れ
ば
、

乙コ
ぷぉ

＂、。i
l土

ワ

／ 

ダ

：己
中」1
・r 
，心

,0 

" ナ、
ゆ

か

争守

（：；~ノい去 f) 'iG ［↑ : 8'11 ll'、日ワ :::ocG. 11 

で
活
動
♂
亡
ぜ
み
あ
る

t
ラ
／
ダ
人
が
達
人
口
工
仁
川
C
会
社
を
設
立
し
、

全
体
の
事
拘
束
は
す
｝

7
J

適
切
な
守
一
記
簿
に
当
記
を
行
っ
た
が
、

翻

ゲ
に
保
山
庁
ン
て
お
り
、
そ
の
オ
ラ
ン
ダ
に
会
bfぷー
υ
若
乃
か
当
該
突
凶
出
九
円
支
τ1mJγ

設巴
V

J

ょ
っ
？
と
工
八
〈
に

オ
フ
ン
ゲ
山
に
に

ιば、

ま
／
、

（
こ
の
場
合
に
は
革
、
阿
法

ー
て

ν
た
が

オ
フ
ン
ダ
同
胞
内
在
法
は
、
会
主
を
設
Y
V
村
山
民
法

けれ十仇っす〕、
A
A
U
y

唱
と
、
v

さ
り
に
、
口
臼
の
闘
行
作
へ
こ
の
場
合
い
い
は
ぼ
低
資
小
金
に
関
す
る
ア
司
一
フ
／
ダ
川
市
総

J

一
を
送
守
す
？
、
会
も
課
し
て
い
た

欧
州
司
法
裁
判
所
は
、

J
1

ア
ン
ダ
渋
の
適
川
は
刊
は
り
の
釘
刊
に
関
す
る
条
約
規
範
に
反
L
て
い
る
と
刊
不
し
た
ハ
河
ふ
判
所
［
い
え
れ

ぱ
、
デ
岳
】
円
A

h

J

コ
社
は

主
た
る
L

事
業
刈
を
非
ん
じ
王
ki
に
臼
L
て
い

あ
り
、
従
ッ
て

オ
ラ
ン
ダ
で

る

F
業

一
刈
を
明
設
す
る
権
利
を
享
受
し
て
い
る
。
事
業
刈
の
設
立
に
認
す
る
」
の
か
う
な
制
限
は
、
沖
地
か
ド
一
般
利
，
仰
を
珂
山
間
と
し
仁
王
1
」
化

さ
れ
つ
る
じ
ま
介
、
債
権
者
的
県
議
と
い
う
口
判
的
は
そ
の
よ
7
な
判
舵
を
情
i

凶
す
る
P

し
か
し
、
欧
川
寸
法
裁
判
所
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の

日
約
と
の
坊
係
で
の
7
J
段
の
均
街
の
望
汁
は
、
様
々
な
い
子
氏
当
に
お
け
る
会
引
法
規
範
が
、
会
礼
法
の
慨
に
坦
「
る
よ
八
日
体
の
絞
欽

の
持
令
に
よ
っ
て

l
八
ん
に
同
せ
で
あ
る
限
ノ
に
お
レ
て
、
遵
守
さ
れ
て
い
な
い

さ
h
h
H
V

仲
間
持
者
は
九
山
村
が
英
国
「
い
の
会
什
一
℃

Lh
ヘJ

↑
r
＼

オ
ラ
ン
グ
訟
A

の
会
社
で
な
い
f
l
r

を
知
ら
公
れ
）
h
M

こ
と
に
上
つ
ζ

、
ー
分

」

ι
f
l

、、
ι

、d

j

v

s

J

 

」
の
故
件
一
ロ
一
千
仏
裁
判
所
の
判
例
I
ト

k
n

い
か
な
る
品
以
国
に
お
い
て
ら
会
ぃ

htγ
設巴
V

す
づ
心
こ
？
と
を
認
め
る
と
い
ー
が
わ
ポ
カ
わ
れ
ら

さ
れ
る
だ
ろ
え
設
ー
υ
Zは
、
従
っ
て
、
一
日
ら
に
長
心
部
九
日
の
只
い
法
を
探
求
す
ゐ
こ
と
が
可
能
一
じ
£
る
つ
こ
♂
H
千
卜
本
は
ア
メ
リ
刀

K

に
お
い
て
知
り
れ
て
い
る
「
中
ラ
ワ
二
ノ
効
州
市
と
類
似
の
も
の
で
み
る
、
確
か
に
、
械
成
回
以
法
律
詐
欺
を
援
射
す
〕
得
る
が
、
共
叫

的
判
明
ん
口
仁
川
肝
に
て
じ
か
そ
っ
オ
る
こ
と
は
前
さ
れ
「
、
会
計
が
十
？
と
v
二
、
出
助
ー
二
、
い
る
凶
の
法
の
通
い
山
川
合
般
的
に
説
1
る
一
」
と
は

許
5
れ
な
い
υ

欧
州
司
法
試
日
所
の
在
自
引
い
け
に
お
い
て
、

構
成
目
的
法
か
ヘ
刀
仁
河
？
J
E
あ
ふ
と
い
う
状
況
が
決
定
的
な
役

士
た
、



制
剖
や
一
治
じ
亡
い
る
↑
一
l
f
i
r

分
か
る
だ
ろ
う

秋
山
川
町
長
裁
判
所
一
は
、
確
実
に
、
会
よ
れ
を
宝
、
m
k
r

の
人
ー
拠
に
定
結
さ
せ
て
い
る
凶
に
し
Y

一コデ｛、

円
ら
の
川
決
か
悶
議
を
も
た
つ
す
こ
L

を
白
川
見
〆

f
1
v
L
。
形
式
的
に
二
、

実
際
の
不
拠
品
H
A

滑
か
に
非
議
ぷ
、
は
、
な
い
が
、

す、
i

目
的
に
は
、
会
社
の
設

v
凹
の

こ
の
河
川
判
は
、

法会一
4
4勺
腐
「
ゐ
よ

け
て
い
品
、
同
裁
判
所
は
、
会
一
肝
弘
法
じ
関
ず
る
構
成
同
の
以
内4
法
胤
較
の
主
芹
川
、
が
、

E
U
に
お
け
る
交
流

め
陸
時
と
と
る

r
＼

2
と
ふ
ん
一
明
認
に
「
る
－
〕
と
を
怠
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
共
同
体
の
L
J
法
4
4
3収
、
こ
の
状
F

い
を
、
叫
仙
川
畑
法
の
統

規
制
を
ほ
い
い
川
す
る
こ
こ
に
よ
り
－
什
す
ム
）
と
い
J

刊
誌
で
あ
る
C
ト
が
い
け
出
え
か

げ
は
ハ
河
体
の
止
法
者
は
、
会
司
法
に
関
t
る
法
文
き
ゃ
い
く
ノ
も
採
択
工
が
、
特
に
会
社
の
君
、
体
法
の
統
に
、
出
力
l
J

亡
お
り
、
抵

y

－A
トムγ

、ャ』
J

、ι

バー、ふ
1
0

ムミ

語
い
f
v
t
J
l
M

て↑

L
J
J
し

】 Lyエと2際＇l-il＜、との相，，↑ι用 Jう枠制（

入
は

ヨ
i
u
y
パ
ー
会
社
内
形
式
に
コ
い
て
は
均
伎
の

ι八
日
体
同
別
が
作
ら
れ
と
い
る
o

c
c
年
月
一
八
日
の
ヨ

l
ロ
ソ
パ
株
べ
会
社
に
つ
い
て
の
規
引
が
あ
る
c

こ
れ
は
、

そ
の
う
ち
に
は
例

ぞ
う
は
い
い
な
が
ら
も
、

百
六
法
に
従
っ
て
設
立
さ
れ
た
だ
抹
よ

会
社
に
影
響
や
H
J

え
る
も
の
ど
は
な
く
、
沿
わ
Y
会
社
法
に
ヨ
！
日
y

パ
ム
引
が
山
桜
述
結
さ
れ
る
ヨ

l
口

y

パ
会
社
法
ー
を
付
け
加
え
て

、ι

〉
コ
〆
、

P

B

ヤ
〉
、

L

乏
し
刀
！
一
サ
ヨ
カ
hF一

こ
の
判
川
町
二
ム
H

仕
の
市
劫
円
ツ
い
て
の
支
土
な
制
度
を
作
リ
げ
る
こ
1
y

に
成
功
し
て
は
い
な
い

補
足
的
い
い
、

目
山
刊
誌
を
れ
苦
悶
す
る
、
仏
打
安
が
あ
る

z
－ヮ～一人勺：一↓ホ

F
l
r
u
J
J
L
u
l
l
i
！
 

一
定
の
ヨ
！
ロ
ヅ
パ
ム
民
社
に
袖
足
的
に
似
泊
さ
れ
る
ベ
ミ
河
竹
伝

を
持
定
ー
す
る
こ

FJY
説
的
る
泌
が
規
範
手
一
利
川
市
、
r

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
什
ゆ
円
前
の
基
却
は
、
定
款
上
山
へ
l

伽
惜
の
そ
札
と
さ

ιて
い

る
が
、
況
引
は
こ
♂
久
l

伽叫が
U

古
川
町
内
中
心
、
す
な
わ

の
f

や
拠
？
と
同
じ
問
に
あ
ゐ
二
【
く
を
安
水
♂
亡
い
み
の
従
コ
て
、
こ
己
に
、

定
款
し
い
の
ぷ
拠
ど
実
際

ヰ
寸
前
一
利
さ
す
よ
う
ー
一
す
ゐ
灼
山
間
が
は
て
ー
一
れ
る
が
、
同
時
に
、
立
款
上
の
《
拠
を
f
中
川
寸
る
欧
州
司

法
戎
判
明
の
判
例
に
も
関
わ
ら
ず
、
交
際
の
托
拠
p

い
つ
基
刊
に
重
き
キ
呂

I
U
H女
院
か
あ
る
こ
い
つ
ρ
一円p
け
を
も
H
L
いり
l
j
こ

が

ご

き
る
の
で
あ
る
、

' 
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rt拠
法
山
辺
市
川
は
唱
で

三le

共
同
仕
伸
長
は
、
出
村
山
L
L
U
れ
た
市
川
開
店
mw
適
川
玲
に

て
い
る
ひ
と
た
び
絞
判
｛
日
が
£
る
巾
弔
件
に
お
レ
て
い
か
な
布
出

川山

川
門
際
私
い
い
は
似
々
な
忠
誌
で
こ
の
ぼ
の
、
抱
川
市
チ
一
排
除
す
る
こ
と
を
許
符
〆
て
い
る
。
川
一日nxu no f

 
ノA

 
U
 

翻

を
迫
田
市

γ広
け
れ
ば
な
り
な
ド
か
み
7

一
決
定
♂
た
り
、

設
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
即

H
は
、
公
日
げ
と
い
っ
例
外
に
f
o
る
も
の
で
あ
る
c

つ
の
民
自
は
、
「
悩
行
法
」

の
排
除
り
も
っ

し一
v

コ
い
て
い
る
戸

ヘ
A
A

〆
土
P

許

f

ご

う

）

げ
は
ハ
河
体
の
日
仰
は

情
1
A
国
の
ー
バ
引
所
が
他
の
構
成
田
の
訟
の
適
い
い
［
川
を

？
の
作
が
け
広
佐
治
の
公
序
ー
ド
反
す
る
と
い
う
埼
訂
で
排
除

す
る
F

引
市
川
肌
に
践
し
て
、
明
確
な
判
断
チ
ヘ
し
と
は
い
な
い
。
共
同
体
的
羽
状
で
は
、
問
え
ば
、

オ
ラ
〆
ダ
法
も
し
く
は
ベ
ル
ギ
ー
渋
い

従一
J

ご
い
予
行
三
れ
た
は
性
人
刊
の
婚
矧
の
併
効
性
を
流
存
す
ノ
？
」
と
を
い
己
絶
す
る

F

」
ど
に
つ
い
て
と
い
っ
た
よ
う
な
場
合
、
あ
る
構
成

P

閣
の
及
川
川
は
｝
の
場
ム
ー
に
β

い
て
は
公
序
の
例
外
を
杭
用
で
き
る
状
況
に
あ
る
よ
つ
い
川
口
わ
れ
る
〈

l
J
h
q

’ヲ
i
J
V
P
」

！
？
J

V

 

マ
ペ
〉

i
i〉
U

rケ
己
行

σ初
y
b
F
d
f
q

用
は
、

均
衡
の
史
論
い
也
コ
し
い
な
げ
れ
ば
な
ら
「
、

こ
の
要
請
は
、
各
弔
？
リ
法
の
在
異
色
車
中
／
〈
性
を

4
2府
L
f＼

b
’J
h

土、

J
2
1
i
 

基
本
的
権
利
山
口
ス
去
を
考
慮
し
て
、
異
な
わ
作
る
も
の
で
出
る
へ

比
較
1
y

し
て
、

外
国
判
決
の
＃
誌
に
似
し
て
は
、

川
り
制
作
仰
と
h
e
〉つ

ぷ
州
イ
川
、
仏
f
此
叩
ぃ
J

げ
は
、

パ
U
f
J
C
J
L
J

の
町
内
さ
同
二
4
0
7

基
本
原
則
チ
一
外
ー
岡
裁
判
所
一
が
侵
芹
す
る
こ
と
は
、

タト
｜五｜

判
りと
σ〉

つ
い
て
、
公
序
と

γ
7十
分
な
阿
佐
を
結
成
す
る
と
訟
め

た
r

引
っ
亡
、
一
向
性
ギ
虫
干
の
原
則
に
よ
り
、
例
え
ば
、
い
刀
働
契
約
に
悶
し
て
、
構
成
同
の
政
判
所
は
、
男
ん
%
の
問
♂
d
ハ
別
を
長
だ
認
め
ご

い
る
他
の
構
成
同
の
法
の
泊
戸
市
を
排
除
ず
る
〕
と
ι乞
認
め
ら
れ
な
け

ι川
会
長
り
な
い
、
と
考
え
る
」
と
が
で
き
る
一
μ
い

れ
は

情
成
国
の
裁
判
所
は
、

共
同
体
法
の
一
般
ほ
則
的

u品
で
も
あ
る
人
の
は
八
な
的
な
治
権
利
か
ら
成
る
ん
同
体
八
九
序
を
保
護
す
〕
な
け
れ
ば

な
ら
仕
し
の
で
あ
る
。

人
じワ



日
以
行
け
一
川
仙
の
日
也
市

E
じ
い
店
内
龍
UM

お
し
て
、
が
廷
地
強
行
」
広
の
尚
一
川
市
に
い
れ
＼

L1hv限
界
仁
つ
い
一
点
問
、
計
八
同
体
判
例
が
多
い

v

確
認
店
わ
め
仁
、
「
強
行
ほ
と
は
、
強
打
的
な
規
範
、

J

く
は
あ
る
集
凶
に
し
r
勺
て
ね
別
な
宝
山
牲
を
有
す
る
公
隔
で
あ
り
、
当

J

戊
弔
れ
が
外
国
法
に
よ
り
規
律
が
れ
ゐ
ぬ
合
〆
一
＼
え
ど
も
そ
の
泊
以
が
保
障
さ
れ
て
い
な
け
ノ
れ
ば
と
ら
な
い

v

三
の
概
今
は
、

ブ
｝
プ
〆

ス
国
際
弘
法
で
初
め
平
明
ら
か
こ
へ
小
川
ノ
、
今
刊
で
は
、
エ
こ

1〆
て
凶
際
打
人
約
事
件
、
特
に
一
九
一
八
一
、
U
年
内
刀
；
力
u日約一

U

i

マ
条
約
仇

J
J
Z
ご
一
コ
、
寸
～

l
h
M
f
j
l
h

毛
不
し
て

情
小
札
M
刊
の
か
て
で
苅
り
れ
て
い
る

例
え
は
、
あ
ゐ
到
泣
販
売
契
約
ご
、
け
↓
一
政

mv、
約
訂
版
一
何
者
が
司
、
η

の
給
山
い
や
ベ
凡

L1
川
場
で
隠
い
れ
す
る
じ
も
か
か
わ
ら
ず
、

リ
カ
食
器
不
の
え
め
に

ア
メ
ザ
古
川
訟
の
小
う
ん
J

外
k
i法
の
治
則
市
を
刷
、
｛
止
し
て
い
る
場
合

連
結
胤
範
は
、
止
昨
中
大
に
当
該
摂
約
を
由

H
tムヨ

治
と
い
う
川
尻
短
に
ぶ
つ
い
て
ア
メ
リ
カ
法
仁
掛
さ
し
め
る
が

総
戎

E
の
受
訴
救
1Jわいいは

日
時
ド

同
地
士
山
者
に
え
い
し
て
給
付
の
夜

】 Lyエと2際＇l-il＜、との相，，↑ι用 Jう枠制（

一j
hナ
J
r
A
一114ur引

p

」上、
J

f
J
6
2イ
l
童

V
1
1

れ
て
い
る
か
も

L
れ
な
い
保
護
を
、
ご
れ
ら
の
閣
」
封
。
カ
弘
行
法
で
あ
る
取
り
に
お
い
て
、
り
と
什
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
ご
と
を
ガ
勺
】
一
U

－－q
る
ご
い
ど
が
で
き
る
c

欧
州
J
f
f法
裁
判
所
は
、
構
成
図
的
裁
判
被
院
は
、

i
り山ム、；い己汁出「イ、

放
行
法
に
似
ほ
九
江
川
け
を
ト
ハ
J

え
る
一
〕
と
は
で
ミ
な
い
と
桁
一
Z
J
J
F
有
機

会
を
持
っ
た

d

こ
の
F

ブ
ロ
ー
チ
は

。
。
一
年
一
月

1
4
U
の

ζ
己
N
i
q
E
判
決
（
（
円
。
ザ
ヨ

J

に
」
り
明
ら
か
と
な
ゐ
υ

F凶
作

N
E
F
E
判
決
ポ
は
、
あ
る
了
フ
／
ス

、
ル
ギ

i
で
設
lv一
三
一
札
た
仮
谷
合
奈
に
従
主
買
を
派
柏
原
？
J
h
r
o

こ
れ
ら
♂

は
戸
ル
ギ

i
ト
ト
所
r什
す
る
尚
司
、
ふ
焔
設
の
位
相
円
を
〕
な
け
円

b
u
h
rり
な
か
っ
た
f

絞
ら
の
H
H金
は
ソ
ブ
シ
ス
で
活
用
ミ
れ
て
い
る
時
給

ベ
ー
ス
で
計
去
さ
わ

子、工＋生ムト
J

阿
川
町
一
〉
｝
ペ
ノ
ペ
工

1
3
一一
L

わ
っ
～
」

j
z
：U
F
J
J
j
b
l
i
ノ
J

t

ペ

ニ

c

j

ベ
バ
ギ
ー
で
は

」
の
結
ー
の
句
協
に
つ
い
て
の
昨
日
唱
は
も
っ
と
同

紛
で
ゐ
「
f
人

（

h
ぺ
工
マ
ー
口
一
じ
ベ
ル
ギ
う
i

当
一
月
は
】
ノ
ソ
シ
ス
の
労
的
立
が
ベ
ル
ギ
ー
法
に
規
定
vけ
れ
て

ν
る
ね
民
合
を
受
円
以
る
ょ
っ
張
、
ぷ

jι 

ベ
ル
ギ

r

］
同
は
、

U
当
化
的
洩
ヨ
と

L
て、

代
ル
ギ
法
は
労
働
起
の
付
会
的
保
護
を
日
的
こ
し
て
い
る
強
行
法
で
あ
る
と

ア
メ

（臥ノ，it・IJ:;0 ・1 182) :os: r:•ouc.•1.' 



三le

主
張
し
J

に

秋
山
川
町
長
裁
判
所
一
は
、
労
働
芝
れ
の
い

ι会
的
保
護
は

校
内
益

L
1
1ノ王
ψ
！
な
市
川
防
で
あ
る
た
め
、

労
働
者
り
労
働
地
図
の
強
行
百
日

翻

外
国
%
問
者
に
！
刈
、
二
L

も
迫
田
市
さ
札
る
こ
と
を
認
め
れ
一
〕
か
ヤ

J

な
が
ら
、

十
」
白
品
川
付
試
は
、
て
札
v
J
均
衡
の
山
守
化
を
送
守
〆
f
1
v
J心

場
企
に
の
み
通
川
さ
れ
う
る
c

の
適
川
は
、
仮
に
労
協
契
約
三
守
一
胤
律
1
ゐ
外
国
法
が
、
例
え
ば
フ
ブ
～
J

ス
法
で
あ
る
が
、
民
に

労
鈎
者
に
対

347i分
か
つ
同
宇
土
保
誌
や
桜
内
い
ぶ
、
い
る
場
合
仁
は
、
不
均
r
切
で
あ
る

川
以
川
司
法
裁
判
所
は

ァ
ラ
ン
ス
法
と
ベ

？レ
ミーや
寸

u、
は

時
的
に
つ
い
て
者
し
い
速
し

（
一
一
心
%
一
が
あ
る
も
の
の
、
同
等
性

c
は
労
明
，
b
旬
に
提
供
さ
れ
る
肘
政
上
の
利
点

会
総
体
的
に
u
J
一
蚊
し
て

グ
ロ
パ
ル
に
一
計
侃

F
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め

汁仏当
ι

リ
で
あ
り
ゐ
る
と

Lkr
の
で
あ
る
υ

二
心
一
ア
ネ
ス
ト
。

f

ノ
ハ
半
、
午
立
月
六
日
。
よ
ぴ
（
九
回
～
ー
ヘ
阪
大
守
主
い
い
γ
部
こ
れ
一
た
J

前
前
お
よ
び
一
一
〆
六
年
ム
月

l
J
辻
十
二
2
7
Y什
コ
長
町
加
い
主
ヘ

J

く
む
引
？
の
ゐ

－
悦
託
的
な
俳
究
よ
一
1

J

J

～h
h
m
w
詰
文
献
？
を
凶

一円、

FJMK
一円、
h
Z
ン
づ
H
X
江向山門比二（壬ぺ）一刊、い
ζ
九、ゴヘ之、
b
、E
K
E
U
也、ミミ
C
之
、
〉
勺
（
vv
辺町吉宗、町、
b
b
ミ
nw
へ之、
AV
ど
も
司
、
WNN
へWNん品、、
ζ
んもミミご
3
辺むヘト
ω
だJ

（AAV
コニ
V
E

〆コ
dt
一ご寸ニマ
LICC
山
7
H
T
F

一一》，
f

A
｝内、
J
P
C
I
】ユニマル一一作一
C
一
志
向
ユ
ニ
勾
】
コ
《
一
M
h
d
C
コ
ニ
hFI
ヲ
戸
口
作
工
七
三
仕
合
（
字
コ
字
】
バ
ニ
ニ
一
旧
作
l

二件
umd
「ぺ
l
l

｛作×
τ々
同司コハ今

（ペ一三）
J

～k
g
号
、
ミ
ミ
ミ
’
与
～
と
ご
と
守
ご
と
ど
ミ
A
t
E
こ円
h
J

と
さ
え
ミ
ミ
ミ
た
え
た
た
%
へ
之
、
占
吋
ど
】
J
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